
4.7%

3.5%

3.6%

3.8%
4.0%

4.0%

3.9%

4.2%

4.3%

1.1%

1.8%

1.7%

1.7%
1.6%

1.5%

1.7%

1.6%

1.7%
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1990年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

排
出

量
（

億
t-

CO
2換

算
）

食品飲料製造業 農林⽔産業 その他

11億
4,700万t

（同 -18.5%）

11億
7,000万t

【前年度比+2.0%】
（2013年度比

-16.9%）

14億
800万t

12億
7,500万t

13億
5,900万t

（2013年度比
-3.5%） 13億

2,000万t
（同 -6.2%）

13億
200万t

（同 -7.4%）
12億

8,900万t
（同 -8.4%） 12億

4,500万t
（同 -11.6%）

日本の温室効果ガス排出動向
（出典）国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス「日本の温室効果ガス排出量データ」を基に農林⽔産省作成

（確報値）

日本の温室効果ガス排出動向と農林⽔産分野の排出割合

注：「食品飲料製造業」は温室効果ガスのうち、CO2のみの数値である。

○ 2021年度の我が国の温室効果ガス総排出量は11億70百万トンで、前年度比で2.0%増加。
○ 近年、農林⽔産分野の排出割合は４％前後で推移。

0

4.2%
1.7%

12億
1,000万t

（同 -14.1%）
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国連気候変動枠組条約（1992年採択 1994年発効）
 締約国は198か国・地域

• 究極の目的は、大気中の温室効果ガスの濃度安定化
• 先進国は2000年までに削減努力し、「共通であるが差異のある責任」の原則
• 人為的な排出量を1990年レベルへ回復
• 締約国は、温室効果ガスインベントリ報告の義務

京都議定書（1997年採択 2005年発効）
 締約国は192か国・地域

• 先進国の排出量について法的拘束力のある数値目標を設定
• 第１約束期間：2008～2012年の5年間 第２約束期間：2013～2020年の8年間
• 京都メカニズム（共同実施、クリーン開発メカニズム、排出量取引）

パリ協定（2015年採択 2016年発効）
 締約国は195か国・地域 ※2022年7⽉25日現在

• 世界共通の長期目標として2℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求
• 途上国を含む全ての締約国は自国が決定する貢献（削減目標）を提出し実施状況を報告
• 2020年からの本格運用に向けて、2018年12⽉のCOP24で実施指針を採択
• 2021年11⽉のCOP26で第６条（市場メカニズム）をはじめとする重要な交渉議題で合意に至り、

パリ・ルールブックが完成

気候変動に関する国際枠組
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国内の取組
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地球温暖化対策の概要
○ 農林⽔産省では、温室効果ガスを削減し地球温暖化の防止を図るための「緩和策」と、地球温暖化がも

たらす現在及び将来の気候変動の影響に対処する「適応策」を一体的に推進。

（環境省資料を基に作成）

温室効果ガス

の増加
化石燃料使用による
二酸化炭素の排出、

農業・林業・その他の土地
利用などによる排出

気候変動

気温上昇（地球温暖化）

降雨パターンの変化

海面上昇など

気候変動の

影響

生活、社会、経済

自然環境への影響

緩和
温室効果ガスの
排出を抑制する

適応
被害を回避
・軽減する

・地球温暖化対策推進法
1998年法律第117号
2021年一部改正

・地球温暖化対策計画
2016年5⽉13日閣議決定
2021年10⽉22日改定

・農林⽔産省地球温暖化対策計画
2017年3⽉14日策定
2021年10⽉27日改定

・気候変動適応法
(2018年法律第50号)

・気候変動適応計画
2018年11⽉27日閣議決定
2021年10⽉22日改定
2023年5⽉30日一部変更

・農林⽔産省気候変動適応計画
2015年8⽉6日策定
2021年10⽉27日改定
2023年8⽉31日改定

緩和策：気候変動の原因となるCO2やメタンなどの温室効果ガスの排出削減対策
適応策：既に生じている、あるいは、将来予測される気候変動の影響による被害の回避・軽減対策

14



農林水産省地球温暖化対策計画 農林水産省気候変動適応計画

策定時期

2017年３月
2021年10月27日改定

2015年８月
（2017年3月、2018年11月、2021年10月

一部改定）
2023年８月31日改定

根拠 農林水産省が自主的に策定 農林水産省が自主的に策定

目的 温室効果ガスの排出の抑制
（緩和策）

気候変動の影響による被害の回避・軽減
（適応策）

政府の
関連計画

地球温暖化対策計画
（2021年10月22日閣議決定）

気候変動適応計画
（2021年10月22日閣議決定）

（2023年５月30日閣議決定（一部変更））

計画期間 2030年度まで 当面10年程度
（2026年度改定予定）

概要

・農林水産分野の地球温暖化対策を総合的かつ
計画的に推進するため、農林水産省が策定。

・農業、食品、水産等の分野別の温室効果ガス排
出削減対策、森林や農地等の吸収源対策、分野
横断的な施策、研究開発等について記述。

・2050年カーボンニュートラルや2030年度46%削
減目標、「みどりの食料システム戦略」等を踏まえ、
農林水産分野における地球温暖化対策を最大限
推進。

・農林水産分野の気候変動適応策を総合的かつ
計画的に推進するため、農林水産省が策定。

・ 「気候変動影響評価報告書」（令和２年12月
環境省公表）及び 「みどりの食料システム戦略」を
踏まえ、気候変動に適応する生産安定技術・品種
の開発・普及等について最新の情報に更新。

・政府の「気候変動適応計画」の見直しに反映。

農林⽔産省の地球温暖化対策関連計画
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海外の動向
政府全体の計画

（閣議決定）
省計画

・2021年10月
農林水産省地球温暖化対策計画 改定
農林水産省気候変動適応計画 改定

｢みどりの食料システム戦略｣と地球温暖化関連計画

・2021年5月
みどりの食料システム戦略
食料・農林水産業の生産力向上と持続性の
両立をイノベーションで実現させるための
新たな政策方針として策定

・2015年12月
パリ協定 採択

踏まえて

・2016年５月
地球温暖化対策計画 策定
政府が策定する地球温暖化に関する総合
計画（法定計画）

・2018年11月
気候変動適応計画 策定
気候変動による被害を軽減・回避するた
め、農業、防災、熱中症等各分野の国の
基本的な計画（法定計画）

・2018年11月
農林水産省気候変動適応計画改定
気候変動に適応するため生産安定技術・品種の開発・普
及等農林水産分野の適応計画を策定

・2017年3月
農林水産省地球温暖化対策計画策定
農林水産分野の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推
進するため策定

・2021年10月
地球温暖化対策計画 改定
気候変動適応計画 改定
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